
掲示事項（法第１１条第２項）

長野県行政書士紛争解決センター
（法務省認証紛争解決事業者：認証番号第１６１号）

１　認証紛争解決事業者がその専門的な知見を活用して和解の仲介を行う紛争の範

囲

（１）当ＡＤＲセンターが取り扱う紛争の範囲は次のとおりとする。（規則第５

条）

　一　長野県内に事業所を有する事業者（事業を行う個人を含む。）に雇用され

ている外国人（日本国籍を有しない者をいう。以下この号において同じ。）

若しくは派遣労働者（労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の

就業条件の整備等に関する法律（昭和６０年法律第８８号）第２条第２号に

規定する派遣労働者をいう。）であってその派遣されている派遣先の事業所

が長野県内である外国人を一方又は双方の当事者とする宗教、慣習その他の

文化的価値観の相違に起因して生じた当該事業所内における労働環境、職場

環境に関する紛争及び長野県内の学校（学校教育法（昭和２２年法律第２６

号）第１条に規定する学校、同法第１２４条に規定する専修学校及び同法第

１３４条に規定する各種学校をいう。）に在籍する外国人を一方又は双方の

当事者とする宗教、慣習その他の文化的価値の相違に起因して生じた教育環

境に関する紛争

二　長野県内において発生した自転車（道路交通法（昭和３５年法律第１０５

号）第２条第１項第１１号の２に規定する自転車をいう。以下同じ。）の走

行に起因する交通事故（同条第８号に規定する車両のうち自転車以外のもの

との交通事故を除く。）に関する紛争

三　長野県内に住所又は居所を有する者が飼養する愛護動物（動物の愛護及び

管理に関する法律（昭和４８年法律第１０５号）第４４条第４項に規定する

愛護動物をいう。以下同じ。）による傷害事故、愛護動物の死傷、愛護動物

に対する獣医療、愛護動物に起因する騒音その他の近隣問題、愛護動物の売

買その他愛護動物に関する紛争

四　長野県内に所在する居住用賃貸借建物についての敷金の返還又は当該建物

の原状の回復に関する紛争

で、二及び三の紛争については、紛争額が１４０万円以下の場合に限り取り

扱うことができます。紛争額の算定については、当ＡＤＲセンターで行いま

す。

２　手続実施者（以下「調停人」という。）の選任の方法



（１） センター長は、申込を受理する決定をしたときは行政書士候補者名簿の中か

ら案件ごとに２名の調停人を選任します。（調停規程第１４条第１項）

（２） センター長は、調停依頼書が提出されたときは手続関与弁護士名簿に記載さ

れている弁護士のうち１名を担当弁護士として選任します。（同第２０条第

１項）

３　調停人の候補者の職業または身分の概要

（１） ＡＤＲセンターが実施する手続実施者養成研修会の課程を修了した長野県行

政書士会員であって以下に掲げる基準を満たした者（規則第１４条第２項）

一　第５条第１項第１号に規定する紛争　本会の会員（行政書士業務歴５年以

上の者に限る。）であって、出入国管理及び難民認定法施行規則（昭和５６

年法務省令第５４号）の規定により地方入国管理局長に対し申請取次者とし

て届出をしている者又はこれと同等程度の専門的知識を十分に有するものと

して運営委員会において認めた者

二　第５条第１項第２号に規定する紛争　本会の会員（行政書士業務歴５年以

上の者に限る。）であって、自転車事故に関する専門的知識及び経験を有す

る者として運営委員会において認めた者

三　第５条第１項第３号に規定する紛争　本会の会員（行政書士業務歴５年以

上の者に限る。）であって、動物の愛護及び管理に関する法律第２２条第３

項に規定する動物取扱責任者研修を受けた者又はこれと同等程度の知識及び

経験を有する者として運営委員会において認めた者

四　第５条第１項第４号に規定する紛争　本会の会員（行政書士業務歴５年以

上の者に限る。）であって宅地建物取引業（昭和２７年法律第１７６号）第

１６条第１項に規定する宅地建物取引主任者試験に合格したもの又はこれと

同等程度の知識及び経験を有する者として運営委員会において認めた者

（２） 弁護士（長野県弁護士会からの推薦に基づく手続関与弁護士）（規則第１７

条第１項）

４　認証紛争解決手続の実施に際して行う通知の方法

　

（１）普通郵便、ファクシミリ、電子メール、電話等により行います。（ただし、

次の通知は、配達証明郵便等で行います。）（調停規程第５条）

　一　申込人に対する申込の受理又は不受理の通知（調停規程第１２条第２項）

　二　相手方に対する調停手続依頼確認の通知（同第１６条第１項）



　三　相手方が調停手続に応じず手続が終了した場合の申立人と相手方に対する

通知（同第１９条第２項）

　四　調停手続の期日外における合意書の送付（同第３３条第５項）

　五　申込人が申込を取下げ、又は相手方が調停手続の終了を申出たことにより

手続が終了した場合の当事者への通知（同第３４条第４項）

　六　調停人が和解が成立する見込みがないものとして手続を終了した場合の当

事者への通知（同第３５条第４項）

　七　調停人がその他の理由により手続を終了した場合の当事者への通知（同）

５　認証紛争解決手続の開始から終了に至るまでの標準的な手続の進行

（１）別紙　民間紛争解決手続の業務の内容及び実施方法の概要のとおり（調停規

程第１３条から第３５条）

６　紛争の当事者が紛争解決事業者に対し認証紛争解決手続の実施の依頼をする場

合の要件及び方式

（１） 申込人

　　一　当ＡＤＲセンターにおける調停手続の受付相談を受けていること。（調停

規程第８条第１項）

　　二　調停申込書を提出すること。（同第１０条第１項）

　　三　参考となる資料を有しているときは提出することができる。（同条第３

項）

　　四　申込手数料（１０，０００円、消費税別）及び第１回の期日手数料（１０，

０００円、消費税別）を納付すること。（同条第４項、費用報酬規程第４条

第１項、及び第５条第１項）

（２） 相手方

　　一　調停依頼書を当センターに提出すること。（調停規程第１８条第１項）

７　認証紛争解決事業者が紛争の一方の当事者から認証紛争解決手続の実施の依頼

を受けた場合において、紛争の他方の当事者に対し、速やかにその旨を通知する

こととともに、当該紛争の他方の当事者がこれに応じて認証紛争解決手続の実施

を依頼するか否かを確認するための手続

（１） センター長は、相手方に対し速やかに、次に掲げる事項を記載した書面を送

付します。また、当該書面の送付に際し、センター長は、相手方に対して電



話その他の手段で趣旨説明をして調停手続実施を促し円滑な実施に努めます。

（調停規程第１６条）

　一　当事者の氏名又は名称

二　申込があった旨及びその概要

三　通知を受理した日から１４日以内に調停手続の実施を依頼するかどうか

の回答を求めること

四　調停人の氏名

（２） 相手方が調停手続の実施を依頼するときは、センター長は電話で調停手続の

説明をします。（調停規程第１７条第１項）

８　認証紛争解決手続において提出された資料の保管、返還その他の取扱いの方法

（１） 当事者又は利害関係人が資料を提出する場合は、相手方の数に一を加えた通

数をセンターに提出していただき、原本があるときは、原本を期日に持参し

ていただきます。（調停規程第６条第１項）

（２） 提出された文書等（資料を含む）は、預り証と引換えに受取り、金庫又は施

錠可能な設備に保管します。（資料取扱規程第１１条）

（３） 保管した文書等を返還するには、預り証と引換えに文書等を返還します。

（同第１２条）

９　認証紛争解決手続において陳述される意見又は提出され、若しくは提示される

資料に含まれる紛争の当事者又は第三者の秘密の取扱いの方法

（１）（手続非公開の原則）

　　　　調停手続は、非公開とします。ただし、両当事者が同意したときは、当該

一方の当事者の三親等内の親族又は同居の親族であって調停人が相当と認め

た者に傍聴させることができます。（規則第２０条第１項）

（２）（調停手続の概要の公表）

　　　　裁判外紛争解決制度に関する研究又は研修の資料として活用するため調停

手続の概要（当該当事者の秘密保持に配慮した措置を講じたものに限る。）

を公表することがあります。（同条第２項）

（３）（秘密保持義務）

　　　　長野県行政書士会役員及び職員、センター長、副センター長、運営委員、

調停人、候補者その他当ＡＤＲセンターの関係者は、当ＡＤＲセンター規則

に基づく秘密保持義務が課されており、当ＡＤＲセンターに係る秘密を保持

する旨の誓約書を提出しています。（同第２１条第１項、第２項）



（４）（秘密保持のための措置）

　　ア　調停手続を記録した手続実施記録、合意書等調停手続に関する文書等は、

当ＡＤＲセンターが定める長野県行政書士紛争解決センター資料取扱規程に

基づき管理します。

　　イ　当事者及び第三者の秘密に属する資料については金庫又は施錠可能な設備

に保管し、電磁的記録による文書はアクセス制御に係る設定をして管理をし

ています。（資料取扱規程第１３条第１項、同条第４項）

　　ウ　保存期間を経過した文書等は、破棄処分とし、秘密文書等は、文書の記載

事項が判読できないように裁断し破棄します。秘密文書等が電磁的記録によ

り保存された場合には記録された情報が復元できない措置を講じて完全に消

去し廃棄します。（同第１０条第１項、第１６条第１項、同条第２項）

　　エ　調停人が調停手続の際作成したメモ等については、すべて手続実施記録に

編綴して保存します。

　　オ　当ＡＤＲセンターの業務に従事するすべての者が個人情報を取り扱う場合

は、長野県行政書士紛争解決センター個人情報保護規程を適用します。

１０　紛争の当事者が認証紛争解決手続を終了させるための要件及び方式

（１） 申込人はいつでも申込みを取下げることができ、相手方もいつでも調停手続

の終了を申し出ることができます。（調停規程第３４条第１項）

（２） 当ＡＤＲセンターに所定の書面「申出書」を提出してください。

（３） 調停手続の期日においては、調停人に口頭で取下げ又は終了の旨を告げる方

法で結構です。

１１　認証紛争解決事業者（調停人を含む。）が紛争の当事者から支払を受ける報

酬及び費用の額又は算定方法並びに支払方法

（１） 申込手数料１０，０００円（税別）及び第一回の期日手数料１０，０００円

（税別）については、申込人が、申込みと同時に現金または振込みで当ＡＤ

Ｒセンターに納付していただきます（納付方法は以下同じです。）。（費用

報酬規程第５条第１項、同条第２項、同条第３項）

（２） 第二回目以降の期日手数料１０，０００円（税別）は、調停手続の期日を開

始する前までに申込人が納付していただきます。（同条第４項）

（３） 成立手数料は、合意書に解決額として示された額の１００分の５、１０，０

００円に満たない場合は１０，０００円（税別）を和解成立後１４日以内に

当事者が折半して納付していただきます。（同第６条第１項、同条第２項）



（４） 期日手数料及び成立手数料については、当事者間で負担割合について合意が

ある場合はその負担割合による額をそれぞれ納付していただきます。

（５） 当事者が指定場所以外で期日開催を希望する場合は、期日手数料とは別に調

停人の日当一人につき１０，０００円、担当弁護士の待機手当５，０００円、

及び交通費、並びに宿泊費（長野県行政書士会旅費規程に準ずる実費相当

額）の費用を負担していただきます。（同第７条第１項）

（６） 参考人の意見聴取を必要とする場合は、当事者は費用として参考人の期日日

当１０，０００円、及び交通費、並びに宿泊費（長野県行政書士会旅費規程

に準ずる実費相当額）の費用を負担していただきます。（同条第２項）

１２　認証紛争解決事業者が行う認証紛争解決手続の業務に関する苦情の取扱い

（１） 長野県行政書士紛争解決センター苦情対応規程において、苦情申出者の権利

を擁護し、ＡＤＲセンターが行う業務の適正と信頼を確保するため必要な事

項を定めています。（規則第２６条、苦情規程第１条）

（２） 苦情の受付（苦情規程）

　　一　調停手続に関して苦情のある方は、ＡＤＲセンター事務局に来訪及び電話

の方法で、申出は「苦情申出書」により受付けます。様式によらない文書、

電話、口頭でも受付けます。受付時間は、午前１０時から午後４時まで。

　　二　苦情申出の対応は行政書士の当ＡＤＲセンター運営委員（苦情受付担当

者）が行い、苦情の申出内容についての調査及び検討はセンター運営委員会

が行います。

　　三　苦情への回答は、原則として３日以内に行いますが、調査検討に時間を要

する場合には１４日以内に回答を行うことになります。

　　四　苦情への回答は、原則として、電話又は口頭で行います。ただし、事案に

よっては書面で回答します。

五　苦情対応管理責任者（センター長）は、ＡＤＲセンターを構成する関係者

に対して教育及び訓練を継続的に実施して苦情対応の改善に努めます。

以上

長野県長野市南県町１００９－３長野県行政書士会館

　長野県行政書士紛争解決センター

　　　電　話　 ０２６－２２４－１３００

　　　ＦＡＸ　 ０２６－２２４－１３０５

　　　電子メール　gn-nagano@msa.biglobe.ne.jp
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